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一
、
竹
簡
の
書
誌
的
概
要
と
帰
属
問
題

『
季
康
子
問
於
孔
子
』
は
、
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦

国
楚
竹
書
（
五
）
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
五
年
）
に
お
い

て
公
表
さ
れ
た
出
土
古
侠
文
献
で
あ
る
。
裸
茅
左
氏
の
「
釈
文
考

釈
」
に
も
と
づ
き
、
竹
簡
の
書
誌
的
概
要
を
以
下
に
記
す
。

原
題
は
見
ら
れ
ず
、
篇
題
は
全
文
の
首
句
「
季
庚
子
問
於
孔
子
」

に
よ
る
（
本
稿
に
お
い
て
は
便
宜
上
「
季
庚
子
」
を
「
季
康
子
」

と
表
記
）
。
本
篇
の
竹
簡
は
二
十
三
簡
。
完
簡
八
簡
（
簡
1
.
3
.

4
.
7
.
1
4
.
1
9
.
2
1
.
2
3
)
、
綴
合
後
完
整
簡
四
簡
（
簡
1
0
.
1
5
.

1
8
.
2
2
)
、
綴
合
後
不
完
整
簡
一
簡
（
簡

11)
、
上
段
映
失
（
下
段

残
存
）
簡
九
簡
（
簡
2
.
6
.
8
.
9
.
1
2
.
1
3
.
1
6
.
1
7
.
2
1
)
、

中
段
残
存
簡
一
簡
（
簡
5
)
。
竹
簡
の
形
制
は
以
下
の
通
り
。

•
簡
端
…
…
平
斉

上
博
楚
簡

『
季
康
子
問
於
孔
子
』

の
編
聯
と
構
成

・
完
簡
簡
長
…
…
約
三
十
九

cm

•
簡
寛
…
…
0
•
六
c
m

•
簡
厚
…
…
O
·

―
二

cm
前
後

•
編
縄
…
…
三
道

•
契
口
…
…
竹
簡
右
側
：
頂
端

S

上
契
口
約
一
・
三

c
m、
上
契
口

S
中
契
口
約
十
八

cm
、
中
契
口

S
下
契
口
約
十
八
・

二

cm
．
下
契
口
＼
尾
端
約
一
・
三

cm

こ
の
よ
う
に
液
氏
は
上
下
二
段
の
残
簡
の
綴
合
を
試
み
、
簡
1
0
.

1
5
.
1
8
.
2
2
の
四
簡
を
「
綴
合
後
完
整
簡
」
、
簡
11
を
「
綴
合
後
不

完
整
簡
」
と
し
て
扱
う
が
、
そ
の
中
に
は
な
お
綴
合
に
つ
い
て
異

論
の
あ
る
簡
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
綴
合

前
の
状
態
に
復
し
、
そ
れ
ぞ
れ
上
段
を
A
・
下
段
を
B
と
し
て
表

示
す
る
。

ま
た
、
簡
1
6
に
つ
い
て
は
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
の
他
の
竹
簡

『
戦
国
楚
簡
研
究

2
0

0

 6
』
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
〈
総
四
十
一
号
〉
）
平
成
十
八
年
十
二
月
一
四
ニ
ー
一
六

0
頁

福

田

哲

之
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1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
A
 

l
o
B
.
1
1
A
.
1
1
B
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
A
.
1
5
B
.
1
7
 

1
8
A
.
1
8
B
.
1
9
.
2
0
.
2
1
.
2
2
A
.
2
2
B
.
2
3
．
附
簡

と
字
体
が
異
な
り
、
『
昔
者
君
老
』
（
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹

書
（
二
）
』
二

0
0
二
年
）
お
よ
び
『
内
礼
』
（
『
上
海
博
物
館
蔵

戦
国
楚
竹
書
（
四
）
』
二

0
0
四
年
）
の
字
体
と
合
致
し
（
注
1
)
、
構

文
の
共
通
性
と
文
義
の
関
連
か
ら
、
『
昔
者
君
老
』
簡
2
に
下
接
す

べ
き
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
注
2)°

一
方
、
『
内
礼
』
附
簡
は
、
『
内
礼
』

『
昔
者
君
老
』
と
字
体
が
異
な
り
、
逆
に
『
季
康
子
問
於
孔
子
』

の
字
体
と
合
致
し
、
編
線
（
契
口
）
も
同
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

『
季
康
子
問
於
孔
子
』
中
に
帰
属
す
べ
き
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
注
3
)
0

本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
簡
16
を
除
外
し
、
新
た
に
『
内

礼
』
附
簡
を
加
え
た
以
下
の
十
八
簡
に
基
づ
き
検
討
を
加
え
る
。

な
お
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
に
は
、
現
時
点
に
お
い
て
少
な
く

と
も
十
簡
の
下
段
の
み
の
残
簡
が
存
在
し
、
そ
れ
以
外
に
も
跛
失

簡
が
想
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
編
聯
の
完
全
な
復
原
は
困
難

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
以
下
の
検
討
は
あ
く
ま
で
も
、
現
存
竹

簡
と
い
う
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
お
け
る
、
最
も
整
合
性
の
高
い
編

聯
の
復
原
を
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
き

た
い
。

残
存
簡
か
ら
知
ら
れ
る
断
片
的
な
内
容
を
総
合
す
る
と
、
『
季
康

子
問
於
孔
子
』
は
民
の
統
治
に
か
か
わ
る
季
康
子
と
孔
子
と
の
問

答
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
見
な
さ
れ
る
。
民
の
統
治
に
か

か
わ
る
政
治
論
と
い
う
点
で
は
、
上
博
三
『
中
弓
』
と
類
似
し
た

性
格
を
も
つ
が
、
『
中
弓
』
の
場
合
は
季
桓
子
の
宰
と
な
っ
た
仲
弓

と
孔
子
と
の
問
答
で
あ
り
、
孔
子
が
弟
子
の
仲
弓
に
請
わ
れ
て
、

民
の
統
治
に
つ
い
て
の
助
言
を
与
え
る
と
い
う
間
接
的
な
形
を
と

る
の
に
対
し
、
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
で
は
、
政
権
担
当
者
で
あ
る

季
康
子
の
諮
問
に
答
え
る
と
い
う
直
接
的
な
形
で
孔
子
の
政
治
論

が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
管
仲
に
言
有
り
て
日
く
」
（
簡
4
)
、
「
丘
之

を
孟
子
側
に
聞
く
」
（
簡
6
)
、
「
丘
之
を
聞
く
、
威
文
中
に
言
有
り

て
日
く
」
（
簡
9
)
、
「
丘
や
聞
く
」
（
簡
1
8
A
)
の
ご
と
く
、
孔
子
の

発
言
中
に
聴
聞
・
伝
聞
の
形
式
が
多
見
さ
れ
る
と
い
う
『
季
康
子

問
於
孔
子
』
の
特
色
も
、
こ
う
し
た
上
位
者
か
ら
の
諮
問
に
対
す

る
回
答
と
い
う
本
篇
の
性
格
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

管
見
の
及
ん
だ
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
に
関
す
る
先
行
研
究
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

こ
喉
茅
左
「
《
季
庚
子
問
於
孔
子
》
釈
文
考
釈
」
（
『
上
海
博
物

館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
五
）
』
一

0
0
五
年
十
二
月
）

二
、
編
聯
に
関
す
る
先
行
研
究

(143) 



・
季
旭
昇
「
上
博
五
晩
議
（
上
）
」
、
簡
吊
網
二

0
0
六
年
二
月
十

八
日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
e
n
/
)
 

•
陳
剣
1

「
談
談
《
上
博
（
五
）
》
的
竹
簡
分
篇
・
排
合
与
編
聯

問
題
」
、
簡
吊
網
二

0
0
六
年
二
月
十
九
日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.

b
s
m
.
 o
r
g
.
 e
n
/
)
 

•
何
有
祖
1

「
《
季
康
子
問
干
孔
子
》
与
《
姑
成
家
父
》
試
読
」
、

簡
吊
網
二

0
0
六
年
二
月
十
九
日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
 o
r
g
.
 

e
n
/
)
 

•
陳
偉
1

「
上
博
五
《
季
康
子
問
干
孔
子
》
零
識
」
、
簡
吊
網
二

0
0
六
年
二
月
二
十
日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
)

•
何
有
祖
2

「
上
博
五
零
釈
（
二
）
」
、
簡
吊
網
二0
0
六
年
ニ

月
二
十
四
日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
)

•
李
天
虹
「
読
《
季
康
子
問
干
孔
子
》
札
記
」
、
簡
吊
網
二
o
o

六
年
二
月
二
十
四
日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
)

•
李
鋭
1

「
読
《
季
康
子
問
於
孔
子
》
札
記
」
、
孔
子
二
0
0
0

網
二

0
0
六
年
二
月
二
十
六
日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
o
n
f
u
c
i
u
s
2

0
0
0
.
c
o
m
/
)
 

•
李
鋭
2

「
読
上
博
五
札
記
（
二
）
」
、
孔
子
二0
0
0
網
二
0
0

六
年
二
月
二
十
七
日
(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
o
n
f
u
c
i
u
s
2
0
0
0
.
c
o
m
/
)

•
李
鋭
3

「
読
上
博
五
補
札
」
、
孔
子
二0
0
0
網
二

0
0
六
年

二
月
二
十
八
日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
o
n
f
u
c
i
u
s
2
0
0
0
.
c
o
m
/
)

•
陳
偉
2

「
《
季
康
子
問
孔
子
》
零
識
（
続
）
」
、
簡
吊
網
二o
o

こ
れ
ら
の
見
解
を
踏
ま
え
、
次
章
以
降
で
は
、

ま
ず
以
下
の

六

年

三

月

日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
)

•
王
貴
元
「
上
博
五
札
記
二
則
」
、
簡
吊
網
二
0
0
六
年
三
月
二

日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
)

•
牛
新
房
「
読
上
博
（
五
）
《
季
康
子
問
干
孔
子
》
瑣
議
」
、
簡
吊

網
二

0
0
六
年
三
月
八
日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
)

•
陳
剣
2

「
上
博
竹
書
”
慈
“
字
小
考
」
、
簡
吊
網
二0
0
六
年

三
月
十
日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
)

こ
の
う
ち
編
聯
に
関
す
る
諸
家
の
見
解
を
発
表
の
順
に
列
挙
す

る
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

液
茅
左
~
1
+

…

2
+
3
+
4
+

…

5
/
6
+
7
/
8
/
9

+
1
0
A
+
1
0
B
/
1
1
A
+
1
1
B
/
1
2
+…

1
3
+
1
4
 

+
1
5
A
+
1
5
B
/
1
7
/
1
8
A
+
1
8
B
+
1
9
+
2
0
/
 

2
1
+
2
2
A
+
2
2
B
+
2
3
 

陳
剣

1
:
8…

5
…

2
1
+
2
2
A
+
1
3
+
1
4
+
1
5
A
+
9
+

1
0
A
+
1
0
B
+
1
9
+
2
0
+
2
3
 

李
鋭
1
~
1
0
A
+
1
0
B
+
1
1
A
+
1
8
B
+
1
9
/
1
7
+
2
3
/

1
8
A
+
5
+…

1
1
B
/
1
2
+…

1
5
B
 

陳
偉
2
~
1
2
+
…

1
5
B

牛
新
房
~
1
1
B
+
1
8
A
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組
の
編
聯
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
な
お
、
本
稿
の
釈
文
は
前

掲
の
先
行
研
究
を
勘
案
し
、
私
見
を
加
え
て
作
成
し
た
も
の
で
あ

り
、
排
印
の
便
宜
上
、
可
能
な
限
り
通
行
の
文
字
を
用
い
た
。

[
第
一
組
]
1
+
・
:
2
+
3
+
4

[
第
二
組
]
6
+
7

[
第
三
組
]

8
十

．．． 

2
1
＋
2
2
A
+
1
3
+
1
4
+
1
5
A
+
9
+
1
0
A
 

+
1
0
B
+
1
1
A
+
1
8
B
+
1
9
+
2
0
 

三
、
第
＿
組
•
第
二
組
の
検
討

本
章
で
は
第
一
組
と
第
二
組
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

め
に
第
組
の
釈
文
・
訓
読
を
示
す
。

は
じ

[
第
一
組
]

季
康
子
問
於
孔
子
日
、
「
肥
、
従
有
司
之
後
、
一
不
知
民
務

之
焉
在
、
唯
子
之
胎
羞
。
請
問
、
君
子
之
従
事
者
於
民
之
【

1
】

[
上
‘
君
子
之
大
務
何
。
」

孔
子
日
、
「
仁
之
以
]
徳
‘
此
君
子
之
大
務
也
。
」

康
子
日
、
「
請
問
、
何
謂
仁
之
以
徳
。
」

孔
子
日
、
「
君
子
在
民
【

2
】
之
上
、
執
民
之
中
、
施
教
於

百
姓
、
而
民
不
服
焉
、
是
君
子
之
恥
也
。
是
故
、
君
子
玉
其

言
而
石
其
行
、
敬
成
其
【

3
】
徳
以
臨
民
、
民
望
其
道
而
服

焉
。
此
之
謂
仁
之
以
徳
。
且
管
仲
有
言
日
、
「
君
子
恭
則
遂
、

騒
則
侮
、
備
言
多
難
【

4
】

季
康
子
、
孔
子
に
問
い
て
日
く
、
「
肥
、
有
司
の
後
に
従
う

も
、
一
も
民
務
の
焉
に
在
る
か
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
唯
だ
子
に

之
れ
羞
め
を
胎
せ
り
。
請
問
す
、
君
子
の
事
に
従
う
者
の
民

の
[
上
]
に
於
け
る
ヽ
[
君
子
の
大
務
は
何
ぞ
や
こ

い
つ
く
し

孔
子
日
く
、
「
之
を
仁
む
に
]
徳
を
[
以
]
て
す
o

此
れ
君
子

の
大
務
な
り
。
」

康
子
日
く
、
「
請
問
す
、
何
を
か
之
を
仁
む
に
徳
を
以
て
す

と
謂
う
。
」

孔
子
日
く
、
「
君
子
は
民
の
上
に
在
り
て
、
民
の
中
を
執
り
、

教
え
を
百
姓
に
施
す
。
而
る
に
民
焉
れ
に
服
せ
ざ
る
は
、
是

れ
君
子
の
恥
な
り
。
是
の
故
に
、
君
子
は
其
の
言
を
玉
と
し

而
し
て
行
い
を
石
と
し
、
敬
し
て
其
の
徳
を
成
し
以
て
民
に

臨
め
ば
、
民
は
其
の
道
を
望
み
て
而
し
て
焉
に
服
せ
り
。
此

れ
を
之
れ
之
を
仁
む
に
徳
を
以
て
す
と
謂
う
。
且
つ
管
仲
に

言
有
り
て
日
く
、
君
子
恭
な
れ
ば
則
ち
遂
げ
、
翡
な
れ
ば
則

ち
侮
ら
る
。
備
言
は
難
多
く
…
…

『
季
康
子
問
於
孔
子
』
に
お
け
る
「
季
康
子
」

1
が
「
季
康
子
」
と
記
す
以
外
は
す
べ
て
「
季
」

の
表
記
は
、
簡

姓
を
省
略
し
た

(145) 



裸
氏
は
、
簡
5
の
冒
頭
「
擾
事
皆
得
其
勧
而
強
之
」
に
つ
い
て
、

「
康
子
」
の
み
で
あ
り
、
そ
の
内
容
か
ら
も
簡
1

が
『
季
康
子
問
於

孔
子
』
の
冒
頭
簡
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
と
見
な
さ
れ
る
。

「
民
の
統
治
者
と
し
て
の
君
子
の
大
務
は
何
で
し
ょ
う
か
」
と

の
季
康
子
の
問
い
に
対
し
て
、
孔
子
が
「
徳
に
よ
っ
て
民
を
い
つ

く
し
む
こ
と
で
あ
る
」
と
答
え
、
さ
ら
に
季
康
子
が
「
徳
に
よ
っ

て
民
を
い
つ
く
し
む
こ
と
」
の
意
味
を
問
い
、
孔
子
が
そ
れ
に
答

え
る
と
い
う
継
起
式
の
問
答
体
と
な
っ
て
お
り
、
1
+…

2
+
3
+
4

の
編
聯
は
妥
当
な
復
原
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
簡
4
に
管
仲
の

言
の
引
用
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
以
下
の

ご
と
く
膜
氏
が
簡
4
の
後
に
十
二
字
の
映
字
を
推
定
し
て
簡
5
を

接
続
し
、
管
仲
の
の
続
き
と
見
な
す
点
で
あ
る
。

徳
以
臨
民
、
民
望
其
道
而
服
焉
、
此
之
謂
仁
之
以
徳
。
且
管

仲
有
言
日
、
「
君
子
恭
則
遂
、
瞬
則
侮
、
備
言
多
難
【
4
】
口

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
□
擾
事
皆
得
其
勤
而
強
之
。
則
邦

有
枷
（
姦
）
童
（
動
）
、
百
姓
送
之
以
□
□
【
5】

首
字
難
緋
、
疑
為
「
酋
」
、
或
「
恩
」
、
讀
為
「
擾
」
、
音
通
。

「擾」、

IL、
擾
乱
、
侵
擾
。
「
斐
」
、
古
文
「
得
」
。
「
曜
」
、

讀
為
「
勧
」
。
「
慶
賞
」
典
「
刑
罰
」
封
言
、
「
勧
説
」
典
「
強

制
」
並
皐
、
在
《
管
子
》
一
書
中
我
憫
可
以
看
到
管
仲
的
這

些
主
張
。

と
述
べ
、
『
管
子
』
権
修
篇
•
正
世
篇
・
覇
言
篇
か
ら
類
似
の
思
考

が
見
ら
れ
る
部
分
を
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
冒
頭
の
文
字
の
解

釈
が
確
定
し
な
い
た
め
に
全
体
の
文
義
を
明
確
に
把
握
し
難
く
、

引
用
さ
れ
た
『
管
子
』
諸
篇
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も

簡
5
の
当
該
部
分
と
限
定
的
に
結
び
付
く
も
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
『
管
子
』
と
の
具
体
的
な
関
連
と
い
う
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
の

は
、
次
句
「
邦
有
梱
（
姦
）
童
（
動
）
」
に
見
ら
れ
る
「
姦
動
」
の
語

で
あ
る
。
液
氏
は
、

「
枷
」
、
同
「
僻
」
「
杵
」
。
讀
為
「
姦
」
。
「
童
」
、
讀
為
「
動
」
。

「
姦
動
」
、
《
管
子
・
九
守
》
「
一
日
長
目
、
二
日
飛
耳
、
三

日
樹
明
。
明
知
千
里
之
外
、
隠
微
之
中
、
日
動
姦
。
姦
動
則

嬰
更
突
。
」

と
述
べ
、
簡
5
に
見
え
る
「
枷
童
」
を
『
管
子
』
九
守
篇
中
の
「
姦

動
」
に
比
定
す
る
。
九
守
篇
の
引
用
箇
所
は
、
君
主
が
守
行
す
べ

き
九
項
目
の
う
ち
の
第
八
項
目
に
あ
た
り
、
君
主
の
情
報
参
用
に

つ
い
て
説
い
た
部
分
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
君
主
は
眼
カ
・
聴
カ
・

明
察
力
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
邪
悪
を
洞
察
し
、
災
い
を
未
然

に
防
ぐ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
九
守
篇
の
「
姦
動
」
は
、

明
晰
な
君
主
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
邪
悪
（
姦
）
に
対
す
る
洞
察
（
動
）
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と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
簡
5
で
は

「
則
ち
邦
に
姦
動
有
り
」
と
「
姦
動
」
が
「
邦
」
に
所
有
さ
れ
る

も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
九
守
篇
と
は
意
味
合
い
を
異
に

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
諸
点
か
ら
、
簡
5
と
『
管
子
』
と
の
間
に
は
明
瞭
な
関

連
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
簡

4
の
「
管
仲
に
言
有
り

て
日
く
」
の
後
文
と
し
て
簡
5
を
接
続
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

な
お
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は

取
り
敢
え
ず
、
簡
4
ま
で
を
第
一
組
と
し
、
そ
の
下
接
に
つ
い
て

は
待
考
と
し
て
お
き
た
い
。

続
い
て
、
第
二
組
の
検
討
に
移
る
。

[
第
二
組
]

[
康
子
日
、
「
•
•
…
•
]
寧
移
肥
也
。
」

孔
子
日
、
「
丘
聞
之
孟
子
側
日
、
夫
書
者
、
以
著
君
子
之
徳

也
。
【
6
】
夫
詩
也
者
、
以
誌
君
子
之
志
。
夫
義
者
、
以
斤
君

子
之
行
也
。
君
子
渉
之
、
小
人
観
之
、
君
子
敬
成
其
徳
、
小

人
晦
昧
【
7
】

あ
ら
た

[
康
子
日
<
、
「
…
…
]
寧
ろ
肥
を
移
む
る
な
り
。
」

孔
子
日
く
、
「
丘
之
を
孟
子
側
に
聞
く
に
日
く
、
夫
れ
書
な

る
者
は
、
以
て
君
子
の
徳
を
著
す
な
り
。
夫
れ
詩
な
る
者
は
、

以
て
君
子
の
志
を
誌
す
な
り
。
夫
れ
義
な
る
者
は
、
以
て
君

あ
き
ら
か

子
の
行
を
斤
に
す
る
な
り
。
君
子
は
之
に
渉
り
、
小
人
は
之

を
観
る
。
君
子
は
敬
い
て
其
の
徳
を
成
し
、
小
人
は
晦
昧
…

簡
6
の
「
孔
子
日
」
以
前
の
部
分
は
「
寧
移
肥
也
」
の
四
字
の

み
で
あ
り
、
文
意
を
十
分
に
把
握
し
難
い
も
の
の
、
「
肥
」
が
季
康

子
の
名
で
あ
り
、
直
後
に
「
孔
子
日
」
と
展
開
す
る
こ
と
か
ら
、

季
康
子
の
発
言
の
末
尾
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
孔
子
の
言
は
、

『
書
』
は
君
子
の
徳
を
著
し
た
も
の
、
『
詩
』
は
君
子
の
志
を
誌
し

た
も
の
、
『
義
』
は
君
子
の
行
い
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、

君
子
は
そ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
実
践
し
、
徳
を
形
成
し
て
い
く
の

に
対
し
、
小
人
は
そ
れ
ら
を
た
だ
観
視
す
る
の
み
で
、
蒙
昧
な
ま

ま
に
終
わ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
「
義
」
に
つ
い
て
は
、
李
天
虹
氏
が
、

按
、
本
段
的
前
三
句
是
排
比
句
、
・
詩
都
是
具
腔
的
東
西
、

而
「
義
」
是
抽
象
的
概
念
、
所
以
我
懐
疑
「
義
」
讀
為
「
儀
」
。

「
儀
」
可
指
證
儀
、
但
在
這
裏
也
可
能
指
記
載
證
儀
的
文
字
或

文
章
。

と
述
べ
る
ご
と
く
、
『
論
語
』
な
ど
に
多
見
さ
れ
る
抽
象
的
な
概
念

を
あ
ら
わ
す
「
義
」
で
は
な
く
、
具
体
的
な
礼
催
を
あ
ら
わ
す
「
儀
」

を
指
し
、
こ
こ
で
は
礼
儀
を
記
し
た
文
献
を
意
味
す
る
と
の
解
釈
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が
妥
当
で
あ
ろ
う
（
注
4
)
0

ま
た
、
孔
子
が
そ
の
言
を
引
用
す
る
「
孟
子
側
」
に
つ
い
て
、

膜
氏
は
「
孟
子
呉
（
餘
）
」
と
釈
す
る
が
、
こ
こ
で
は
李
鋭
1
の
以

下
の
見
解
に
従
う
。

按
、
原
繹
文
讀
為
孟
子
呉
（
餘
）
、
並
指
出
他
典
孟
子
側
非
一

人
。
但
簡
文
字
形
典
包
山
簡
181

「
r」
下
之
形
近
（
包
山
簡

従
日
）
、
而
奥
呉
不
同
（
「
呉
」
字
口
形
明
顕
）
。
包
山
簡
讀
為

「
戻
」
。
此
疑
讀
為
「
孟
子
側
」
、
即
孟
子
反
、
為
孔
子
所
敬

者
。
《
論
語
・
薙
也
》
「
子
日
、
孟
子
反
不
伐
、
奔
而
殿
。
将

入
門
、
策
其
馬
、
日
、
非
敢
後
也
、
馬
不
進
也
。
」
簡
文
「
丘

聞
之
、
孟
子
側
日
」
奥
「
丘
聞
之
、
威
文
仲
有
言
日
」
、
或
有

聴
聞
典
博
聞
之
別
。

李
氏
は
字
形
の
分
析
に
加
え
、
直
接
的
な
聴
聞
と
間
接
的
な
伝

聞
と
の
間
に
表
現
上
の
区
別
が
存
在
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お

り
、
こ
の
点
か
ら
も
孔
子
と
同
時
代
の
人
で
あ
り
『
論
語
』
に
も

登
場
す
る
「
孟
子
側
」
の
蓋
然
性
は
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
第
二
組
の
問
答
は
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
展
開
の
上
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
全
二
十
八
簡
の
う

ち
「
徳
」
の
語
を
も
つ
竹
簡
は
簡
2
•
簡
4
．
簡

6

．
簡
7

の
四

簡
に
限
ら
れ
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
四
簡
に
は
「
君
子
」
の
語
も
見

孔

← 

い
だ
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
ま
た
簡

3
•

簡
4

の
「
敬
成
其
徳
」
の

語
句
は
、
簡
7
に
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
用
語
の
分
布
状
況

や
語
句
の
合
致
は
、
簡
2
•

簡
3
•

簡
4

を
含
む
第
一
組
と
簡
6
.

簡
7
を
含
む
第
二
組
と
が
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
。

そ
し
て
上
述
の
ご
と
く
、
第
一
組
は
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
の
冒

頭
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
第
一
組
と
第
二
組
と
は
そ
の
間
に
「
寧

移
肥
也
」
の
末
尾
四
字
が
残
存
す
る
季
康
子
の
問
い
を
挟
ん
で
、

ほ
ぼ
直
接
的
に
話
題
が
展
開
し
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。
し
た
が
っ
て
、
簡
6
•
簡
7
の
孔
子
の
発
言
内
容
か
ら
推
し

て
、
簡
6
の
「
孔
子
日
」
の
前
に
位
置
し
た
季
康
子
の
問
い
は
、

統
治
者
と
し
て
の
徳
を
形
成
す
る
た
め
の
方
法
に
関
す
る
も
の
で

あ
り
、
残
存
す
る
末
尾
の
「
寧
移
肥
也
」
は
、
自
ら
そ
の
方
法
に

従
わ
ん
こ
と
を
意
味
す
る
表
現
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、
第
一
組
と
第
二
組
と
は
、
お
お

よ
そ
以
下
の
よ
う
な
展
開
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

[
第
一
組
]

季
康
子
…
…
統
治
者
と
し
て
君
子
が
な
す
べ
き
重
要
な
任
務

を
問
う
。

子
…
…
君
子
が
な
す
べ
き
重
要
な
任
務
は
徳
治
で
あ
る

こ
と
を
説
く
。
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孔

↑
 

季
康
子
…
…
徳
治
の
内
容
を
問
う
。

↑
 

子
…
…
徳
治
の
内
容
を
説
き
、
管
仲
の
言
を
引
用
し
て

そ
の
重
要
性
を
裏
付
け
る
。

[
第
二
組
]

季
康
子
…
…
統
治
者
と
し
て
の
徳
の
形
成
の
方
法
を
問
う
。

孔

子
…
…
孟
子
側
か
ら
の
聴
聞
を
引
用
し
、
徳
の
形
成
に

お
け
る
『
書
』
『
詩
』
『
義
』
の
意
義
と
、
そ
れ

に
か
か
わ
る
君
子
と
小
人
と
の
相
違
を
説
く
。

四
、
第
三
組
の
検
討

続
い
て
、
第
三
組
の
検
討
に
移
る
。
第
三
組
は
、
基
本
的
に
陳

剣
1
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
編
聯
•
釈
文
に
も
と
づ
く
。
こ
の
修

正
案
は
膜
氏
の
原
案
と
異
な
る
点
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
問
答
の
内
容
が
整
合
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

妥
当
性
の
高
い
復
原
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
注
5
)
。
た
だ
し
、
陳

氏
は
簡
8
と
簡
21
と
の
間
に
簡
5
が
位
置
す
る
可
能
性
を
指
摘
す

る
が
、
こ
こ
で
は
簡
1
8
A
と
簡
5
と
の
接
続
を
指
摘
す
る
李
鋭
1

に
従
っ
た
。
ま
た
、
陳
氏
は
簡
20
の
後
に
簡
23
を
接
続
す
る
が
、

← ← 

こ
の
点
に
つ
い
て
も
な
お
異
論
の
余
地
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は

そ
の
前
の
簡
20
ま
で
に
と
ど
め
、
下
接
に
つ
い
て
は
待
考
と
し
た
。

簡
5
お
よ
び
簡
23
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
お
い
て
あ
ら
た

め
て
検
討
を
加
え
る
。
そ
れ
で
は
第
三
組
の
釈
文
を
以
下
に
掲
げ

る。

[
第
三
組
]

[
康
子
日
‘
「
…
…
]
也
。
慈
戯
今
語
肥
也
、
以
慮
邦
家
之
術

日
、
君
子
不
可
以
不
強
、
不
強
則
不
立
【

8
】
図
恨
、
口
恨

則
民
然
(
?
)
之
。
母
信
玄
曾
、
因
邦
之
所
賢
而
興
之
。
大
罪

殺
【
21
】
之
、
威
罪
刑
之
、
小
罪
罰
之
。
荀
能
固
守
【
2
2
A
】

而
行
之
、
民
必
服
突
。
古
（
吾
）
子
以
此
言
為
羹
如
。
」

孔
子
日
、
「
由
丘
観
之
、
則
美
【

13
】
言
也
已
。
且
夫
戯
今

之
先
人
、
世
三
代
之
偲
史
、
登
敢
不
以
其
先
人
之
博
志
告
。
」

康
子
日
、
「
然
其
嘱
人
亦
日
、
古
之
為
【
14
】
邦
者
必
以
此
。
」

孔
子
日
、
「
言
則
美
突
。
然
【

1
5
A
】
異
於
丘
之
所
聞
。
丘

聞
之
、
威
文
中
有
言
日
、
君
子
強
則
遺
、
威
則
民
不
【

9
】

道
、
歯
(
?
)
則
失
衆
、
猛
則
無
親
、
好
刑
則
【
1
0
A
】
不
祥
、

好
殺
則
作
乱
。
是
故
賢
人
之
居
邦
家
也
、
夙
興
夜
｛
昧
、
【
1
0
B
】

降

(
?
)
3
両
以
比
、
民
之
勤
（
？
）
美
、
穿
悪
母
蹄
。
懺
小
以
答

大
、
疏
言
而
密
守
之
。
母
欽
遠
、
母
詣
（
？
）
遂
。
悪
人
勿
競
、

好
【

19
】
人
勿
貴
。
救
民
以
親
、
大
罪
則
慮
之
以
刑
、
威
罪
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[
康
子
日
<
、
]
…
…
な
り
。
慈
阻
今
の
肥
に
語
る
や
、
邦
家

お
さ

を
処
む
る
の
術
を
以
て
日
く
、
君
子
は
以
て
強
い
ら
ざ
る
べ

か
ら
ず
、
強
い
ら
ざ
れ
ば
則
ち
立
た
ず
。
…
…
□
恨
す
。
ロ

恨
す
れ
ば
則
ち
民
は
之
を
然
り
と
す
。
玄
曾
を
信
ず
る
母
く
、

邦
の
賢
と
す
る
所
に
因
り
て
而
し
て
之
を
興
す
。
大
罪
は
之

を
殺
し
、
蔵
罪
は
之
を
刑
し
、
小
罪
は
之
を
罰
す
。
荀
く
も

能
く
固
守
し
而
し
て
之
を
行
え
ば
、
民
は
必
ず
服
せ
り
、
と
。

い
か
ん

吾
子
は
此
の
言
を
以
て
為
す
こ
と
築
如
。
」

孔
子
日
く
、
「
丘
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
則
ち
美
言
な
る

の
み
。
且
つ
夫
れ
戯
今
の
先
人
は
、
世
三
代
の
伝
史
な
れ
ば
、

登
に
敢
え
て
其
の
先
人
の
伝
志
を
以
て
告
げ
ざ
ら
ん
。
」

康
子
日
く
、
「
然
れ
ば
其
の
人
に
嘱
ぐ
る
も
亦
た
日
く
、
古
の

邦
を
為
む
る
者
は
必
ず
此
を
以
て
す
、
と
。
」

孔
子
日
く
、
「
言
は
則
ち
美
な
り
。
然
れ
ど
も
丘
の
聞
く
所

と
異
な
れ
り
。
丘
之
を
聞
く
、
威
文
中
に
言
有
り
て
日
く
、

う

し

な

し

た

が

う

ば

君
子
強
な
れ
ば
則
ち
遺
い
、
威
な
れ
ば
則
ち
民
は
道
わ
ず
、
歯

わ
ば
則
ち
衆
を
失
い
、
猛
け
れ
ば
則
ち
親
し
む
無
し
。
刑
を

さ
い
わ
い

好
め
ば
則
ち
祥
な
ら
ず
、
殺
を
好
め
ば
則
ち
乱
を
作
す
。
是

の
故
に
賢
人
の
邦
家
に
居
る
や
、
夙
に
興
き
夜
に
｛
昧
り
、
降

す

悟
し
て
以
て
比
ぶ
れ
ば
、
民
は
之
れ
美
を
勧
め
、
悪
を
奔
て

則
慮
之
以
罰
、
小
則
貨
之
。
凡
欲
勿
尚
、
凡
失
勿
憎
。
各
【
2
0
】

て
帰
す
る
母
し
。
小
を
慎
み
以
て
大
に
答
え
、
言
を
疏
に
し

よ

ろ

こ

う

つ

に

ぐ

て
而
し
て
密
は
之
を
守
る
。
遠
き
を
欽
ぶ
こ
と
母
く
、
詣
り
遂

る
母
し
。
人
を
悪
み
て
睦
す
る
勿
く
、
人
を
好
み
て
貴
ぶ
勿

し
。
民
を
救
う
に
親
を
以
て
し
、
大
罪
は
則
ち
之
を
処
す
る

に
刑
を
以
て
し
、
蔵
罪
は
則
ち
之
を
処
す
る
に
罰
を
以
て
し
、

く
わ

小
は
則
ち
之
を
貸
す
。
凡
そ
欲
し
て
尚
う
る
勿
く
、
凡
そ
失

や
す
ん

い
て
愉
ず
る
勿
し
。
各
…
…

第
三
組
の
編
聯
に
関
わ
る
陳
剣
1
以
外
の
見
解
と
し
て
注
目
さ

れ
る
の
は
、
以
下
の
ご
と
く
、
李
鋭
1
が
簡
1
1
A
と
簡

1
8
B
と
の

綴
合
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
そ
の
両
簡
を
簡
1
0
A
B
と
簡
19
と
の
間

に
位
置
付
け
る
点
で
あ
る
。

参
照
陳
剣
先
生
的
重
新
編
聯
、
此
慮
1
1
疑
可
於
「
一
」
字
下

分
為
雨
段
、
上
段
下
接
簡
18
下
半
段
、
併
合
為
一
簡
「
架
（
深
）

伺
（
助
）
。
是
故
夫
迫
邦
甚
、
難
民
乃
多
、
一
【
1
1
A
】
田
肥
、

民
則
安
、
惰
民
不
樹
（
注
6)°

是
故
賢
人
大
於
邦
而
有
励
心
、

能
為
鬼
【

1
8
B
】
」
、
疑
上
接
簡
1
0
、
下
接
簡
190

先
に
掲
げ
た
陳
剣
1
の
編
聯
に
し
た
が
え
ば
、
第
三
組
に
お
け

る
孔
子
の
第
二
言
は
、
季
康
子
が
提
起
し
た
慈
戯
今
の
強
権
統
治

に
対
し
て
、
威
文
仲
の
言
の
引
用
に
よ
り
反
駁
を
加
え
た
内
容
と

見
な
さ
れ
る
。
孔
子
の
第
二
言
の
全
体
が
知
ら
れ
な
い
た
め
、
威
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文
仲
の
言
の
引
用
範
囲
を
把
握
し
難
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

慈
屈
今
の
強
権
統
治
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
ま
ず
簡

9

「
君
子
強
則
遺
」
か
ら
簡
l
O
B

「
好
殺
則
作
乱
」
ま
で
の
部
分

に
、
強
権
統
治
が
引
き
起
こ
す
弊
害
が
列
挙
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し

て
簡

l
O
B

「
是
故
賢
人
之
居
邦
家
也
」
か
ら
簡
1
9
お
よ
び
簡
2
0
に

は
、
そ
う
し
た
弊
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
賢
人
が
邦
家
に
お
い

て
実
践
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
が
提
示
さ
れ
る
と
い
う
論
理
構
造

を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
李
鋭
1
が
接
続
を
指
摘
す
る
簡
1
1
Aー

1
8
B
は
、
統
治
に

お
け
る
賢
人
の
労
苦
を
述
べ
た
内
容
で
あ
り
、
簡
9

ー

1
0
A
Bー

191

2
0
に
み
ら
れ
る
賢
人
の
方
策
と
は
異
質
の
内
容
が
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
簡
1
0
A
B
と
簡
1
9
と
の
間
に
簡
1
1
Aー

1
8
B
が
位
置

す
る
と
の
李
鋭
1
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
論
理
構
造
が

破
綻
し
、
晦
渋
な
展
開
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

た
だ
し
留
意
す
べ
き
は
、
簡

l
O
B

「
是
故
賢
人
之
居
邦
家
也
、

夙
興
夜
｛
昧
」
と
簡
1
8
B

「
是
故
賢
人
大
於
邦
而
有
勘
心
」
と
の
間

に
は
「
是
故
賢
人
」
と
い
う
他
に
は
見
ら
れ
な
い
共
通
の
形
式
が

認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
簡
1
0
A
B
と
簡
1
9
と
の

間
に
位
置
す
る
と
の
推
定
に
は
従
い
が
た
い
も
の
の
、
簡

1
1
Aー

1
8
B
が
、
第
三
組
に
お
け
る
孔
子
の
第
二
言
中
に
存
在
し
た
可
能

性
は
な
お
十
分
に
考
慮
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
以
下
に
掲
げ
る
簡

22

B
に
は
、
簡

1
1
A
と
類
似
し
た
統
治
の
混
乱
に
関
す
る
記
述
が
見

[
第
三
組
]

季
康
子
…
…
慈
戯
今
が
語
る
強
権
統
治
に
つ
い
て
、

意
見
を
質
す
。

↑
 

子
…
…
明
確
に
は
否
定
せ
ず
、

↑
 

孔
た
だ
し
、
簡
1
1
Aー

1
8
B
と
簡
2
2
B
と
の
相
互
関
係
や
第
三
組
に

お
け
る
論
理
展
開
上
の
位
置
付
け
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が

多
く
、
今
後
さ
ら
に
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
孔
子
の
第
二
言
に
つ
い
て
は
、
な
お
十
分
に
把
握

し
難
い
点
が
少
な
く
な
い
が
、
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、
第

三
組
の
問
答
は
、
お
お
よ
そ
以
下
の
ご
と
き
展
開
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。

孔
子
の

一
定
の
譲
歩
を
示
す
。

口
滅
速
母
恒
、
災
後
之
世
、
比
乱
邦
、
相
恨
毀
、
衆
必
悪
善
。

賢
人
【

2
2
B】

い
だ
さ
れ
、
「
賢
人
」
と
い
う
他
の
組
に
は
見
ら
れ
な
い
語
彙
の
共

通
性
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
先
に
掲
げ
た
第
三
組
の
簡
2
0
以

降
の
部
分
に
、
乱
世
が
も
た
ら
す
統
治
の
混
乱
と
そ
れ
に
対
す
る

賢
人
の
労
苦
と
い
っ
た
内
容
が
存
在
し
、
簡
1
1
Aー

1
8
B
お
よ
び
簡

2
2
B
は
そ
の
部
分
に
位
置
し
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
よ
う
。
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孔

子
…
…
威
文
仲
の
言
を
引
用
し
、
強
権
統
治
を
否
定
し

寛
政
を
説
く
。

五
、
第
四
組
の
検
討

前
章
ま
で
に
お
い
て
、
諸
家
の
見
解
を
踏
ま
え
、

一
組
・
第
三
組
の
編
聯
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。

編
聯
に
関
す
る
未
解
決
の
問
題
と
し
て
、
以
下
の

論
述
す
る
。

季
康
子
…
…
重
ね
て
慈
屈
今
の
言
を
提
示
す
る
。

↑
 

第
一
組
・
第

本
章
で
は
、

点
を
中
心
に

(
I
)
第
組
・
第
二
組
•
第
三
組
以
外
の
残
余
の
竹
簡
の
編
聯

を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
。

(
I
I
)第
一
組
•
第
二
組
と
第
三
組
お
よ
び
残
余
の
竹
簡
を
全
体

構
成
と
の
関
係
か
ら
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
。

こ
の
二
つ
の
問
題
は
相
互
に
密
接
な
関
連
を
も
つ
が
、
ま
ず

(
I
)
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
残
余
竹
簡
の
う
ち
発
言
の

話
者
を
確
証
し
得
る
例
と
し
て
、
簡
1
1
B

（
季
康
子
）
と
簡
1
8
A

（
孔
子
）
が
見
い
だ
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
以
下
に
膜
氏
の
原
釈
文

を
掲
げ
る
。

突
。
」
康
子
日
、
「
母
乃
肥
之
昏
也
、

足
肥
也
。
」
孔
子
日
【

1
1
B】

辟
日
、
「
子
之
言
也
巳
重
。
丘
也
聞
、

是
佐
乎
。

故
如
吾
子
之

簡
1
8
A
に
は
「
孔
の
語
は
見
ら
れ
な
い
が
「
丘
也
聞
」
の

語
か
ら
、
孔
子
の
発
言
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
く
、
牛

新
房
氏
は
こ
の
二
簡
の
接
続
を
以
下
の
ご
と
く
指
摘
し
て
い
る
。

「
日
」
字
、
筆
者
認
為
此
処
残
悼
的
当
是
一
個
虚
詞
、
簡
11

下
当
和
簡
18
上
連
読
、
「
孔
子
口
辞
日
」
是
孔
子
対
季
康
子
要

求
其
「
疏
肥
也
」
而
回
答
的
。
現
将
連
読
後
的
文
字
釈
写
如

下、

康
子
日
「
母
乃
肥
之
昏
也
、
是
佐
乎
？
故
如
吾
子
之
疋

（
疏
）
肥
也
。
」
孔
子
□
【

1
1
B】

辞
日
「
子
之
言
也
已
重
。
丘
也
聞
君
子
【

1
8
A】

跛
失
簡
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
を
十
分
に
考
慮
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
現
存
簡
に
よ
れ
ば
、
簡
1
1
B
と
簡

1
8
Aと
の
接
続
は
本
文
•
内
容
の
両
面
に
お
い
て
整
合
性
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
否
定
す
べ
き
積
極
的
な
根
拠
は
見
い
だ

し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
簡
1
1
B
の
末
尾
「
孔
子

口
」
の
一
字
分
の
映
字
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

な
お
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
こ
の
訣
字
は
、
液
氏
の
原
釈
文
で

【

1
8
A】
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は
「
孔
子
日
」
と
「
日
」
字
が
補
入
さ
れ
、
後
文
に
つ
い
て
は
「
本

簡
下
有
跛
文
」
と
さ
れ
て
い
る
。
写
真
図
版
に
よ
れ
ば
「
孔
＝
（
孔

子
）
」
の
直
後
で
竹
簡
が
鋏
失
し
て
残
映
字
の
痕
跡
は
な
く
、
一
字

分
の
映
字
の
存
在
は
、
「
孔
＿
＿
」
字
と
第
三
編
縄
（
契
口
）
と
の
位
置

関
係
か
ら
推
定
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
完
簡
お

よ
び
下
段
が
残
存
す
る
他
の
二
十
簡
に
つ
い
て
、
簡
末
字
と
第
三

編
縄
（
契
口
）
の
位
置
と
の
距
離
を
見
る
と
、
簡
に
よ
っ
て
相
互
に

差
異
が
あ
り
、
例
え
ば
簡

3
•

簡
7
の
よ
う
に
簡
末
字
と
第
三
編

縄
（
契
口
）
と
の
間
に
か
な
り
の
空
白
を
も
つ
例
も
認
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、
簡

1
1
B
の
末
尾
に
は
必
ず
し
も
一

字
分
の
映
字
を
想
定
す
る
必
要
は
な
く
、
簡

1
1
B
と
簡
1
8
A
と
の

接
続
部
は
「
孔
子
辞
日
」
で
あ
っ
た
と
の
推
定
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
簡

1
1
B
と
簡
1
8
A
と
の
接
続
に
よ
り
、
先

に
見
た
三
組
以
外
に
新
た
な
第
四
組
の
問
答
の
存
在
が
明
ら
か
と

な
る
。そ

れ
で
は
、
簡

1
1
B
と
簡
1
8
A
の
季
康
子
と
孔
子
の
問
答
は
、

ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
検
討
と
諸
家
の
釈

読
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
釈
文
を
掲
げ
る
と
以
下
の
ご
と
く

で
あ
る
（
簡

1
1
B
の
冒
頭
「
突
」
字
は
省
略
）
。

康
子
日
、
「
母
乃
肥
之
昏
也
是
差
乎
。
故
如
吾
子
之
疏
肥
也
。
」

孔
子
【

1
1
B
】
辟
日
、
「
子
之
言
也
已
重
。
丘
也
聞
、
君
子

季
康
子
の
言
中
に
見
え
る
「
左
」
字
を
推
氏
は
「
佐
」
に
釈
し

て
補
佐
の
意
と
解
す
る
が
、
こ
こ
で
は
後
文
と
の
関
連
か
ら
、
季

旭
昇
氏
が
「
差
」
に
釈
し
て
「
差
失
」
の
意
と
解
す
る
の
に
従
う
。

こ
の
季
康
子
の
発
言
は
、
自
ら
の
昏
昧
に
よ
る
失
政
の
危
惧
を
述

べ
、
孔
子
に
疏
通
を
願
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
孔
子

は
、
「
子
の
言
や
已
に
重
し
」
と
内
省
す
る
季
康
子
の
姿
勢
を
評
価

し
、
そ
の
上
で
「
丘
や
聞
く
」
と
い
う
導
入
に
よ
っ
て
自
説
を
展

開
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
膜
氏
は
「
孔
子
」
の
後
の
「
辞
」

字
を
「
告
辞
」
の
意
と
解
す
る
が
、
簡

1
1
B
と
の
接
続
を
前
提
と

す
れ
ば
、
牛
氏
が
「
”
辞
”
訓
謙
譲
、
表
示
孔
子
的
謙
虚
」
と
述

べ
る
ご
と
く
、
教
導
を
請
わ
れ
た
孔
子
の
辞
譲
の
意
と
と
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
本
章
の
は
じ
め
に
提
示
し
た
問
題

(II)
と
の
関
連
か

ら
、
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
に
お
け
る
第
四
組
の
問
答
の
位
置
付
け

に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
。
既
述
し
た
ご
と
く
、
第
一

組
と
第
二
組
と
は
連
続
し
た
展
開
と
見
な
さ
れ
、
語
彙
や
内
容
の

面
の
検
討
か
ら
も
こ
の
問
答
が
第
一
組
と
第
二
組
と
の
間
に
位
置

し
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
次
に
第
二
組
の
後
に
位

置
し
た
と
仮
定
し
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
組
の
孔
子

の
発
言
が
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
か
が
不
明
で

【

1
8
A】
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あ
る
た
め
、
あ
く
ま
で
も
残
存
部
の
み
か
ら
の
推
測
に
と
ど
ま
ら

ざ
る
を
得
な
い
が
、
統
治
者
と
し
て
『
書
』
『
詩
』
お
よ
び
『
義
』

の
実
践
的
学
習
に
よ
る
徳
の
形
成
を
説
く
孔
子
の
発
言
の
後
に
、

自
ら
の
昏
昧
に
よ
る
失
政
の
危
惧
を
述
べ
る
季
康
子
の
発
言
が
位

置
す
る
の
は
少
し
く
唐
突
な
印
象
を
拭
い
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
む
し
ろ
「
母
乃
肥
之
昏
也
是
差
乎
。
故
如
吾
子
之
疏
肥
也
」

と
の
切
迫
感
を
帯
び
た
季
康
子
の
発
言
は
、
統
治
に
つ
い
て
一
定

の
具
体
的
な
議
論
が
な
さ
れ
、
し
か
も
季
康
子
が
提
示
し
た
慈
戯

今
の
強
権
統
治
が
孔
子
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
第
三
組
の
後
に
位

置
し
た
と
見
る
の
が
最
も
穏
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
推
定
に
従
え
ば
、
前
章
に
お
い
て
保
留
と
し
た
簡

2
3
の
編
聯
に
つ
い
て
も
解
決
の
糸
口
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
と

な
る
。
簡
2
3
の
釈
文
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

嘗
其
曲
以
成
之
。
然
則
邦
平
而
民
脹
突
。
此
君
子
従
事
者
之

所
商
趨
(
?
)
也
。
【
2
3】

簡
2
3
は
完
簡
で
あ
り
、
末
尾
に
留
白
が
認
め
ら
れ
る
。
『
季
康
子

問
於
孔
子
』
の
残
存
簡
に
お
い
て
、
留
白
を
も
つ
竹
簡
は
簡
2
3
の

み
で
あ
り
、
さ
ら
に
冒
頭
簡
1
の
季
康
子
の
問
い
「
請
問
、
君
子

之
従
事
者
於
民
之
…
…
」
と
簡
2
3
末
尾
の
孔
子
の
答
え
「
此
君
子

従
事
者
之
所
商
趨
也
」
と
の
間
に
は
呼
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
簡
2
3
が
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
全
篇
の
末
尾
に
位
置
す

る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
先
の
検
討

を
踏
ま
え
れ
ば
、
簡
2
3
は
第
三
組
の
末
尾
で
は
な
く
、
第
四
組
の

末
尾
に
位
置
し
て
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
全
体
を
締
め
括
る
も
の

で
あ
っ
た
と
の
仮
説
が
導
き
出
さ
れ
る
。

前
章
で
述
べ
た
ご
と
く
、
陳
剣
1
は
簡
2
3
を
第
三
組
の
末
尾
に

位
置
付
け
る
わ
け
で
あ
る
が
、
季
康
子
が
提
示
す
る
慈
戯
今
の
強

権
統
治
に
対
し
て
寛
政
を
主
張
す
る
孔
子
の
発
言
の
帰
結
と
し
て
、

簡
2
3
の
内
容
は
文
脈
上
や
や
不
自
然
で
あ
り
、
「
然
則
邦
平
而
民
肺

突
」
と
の
表
現
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
前
に
は
邦
と
民
と
に
か
か

わ
る
議
論
が
存
在
し
た
可
能
性
が
考
慮
さ
れ
る
。
ま
た
、
仮
に
陳

剣
1
の
ご
と
く
第
三
類
の
末
尾
に
簡
2
3
を
位
置
付
け
る
と
す
れ
ば
、

第
三
類
が
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
の
末
尾
と
な
り
、
第
四
類
の
問

答
と
全
体
構
成
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
と

の
新
た
な
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。

そ
れ
で
は
、
第
四
組
が
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
の
末
尾
に
位
置

し
た
と
の
仮
説
に
も
と
づ
き
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
私
見
に
よ

り
復
原
を
試
み
た
第
四
組
の
釈
文
・
訓
読
を
以
下
に
提
示
し
て
み

よ
う
。

祠
四
組
]

…
…
芙
。
」

康
子
日
、
「
母
乃
肥
之
昏
也
是
差
乎
。
故
如
吾
子
之
疏
肥
也
。
」
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孔
子
【

1
1
B
】
辟
日
、
「
子
之
言
也
已
重
。
丘
也
聞
、
君
子

【
1
8
A
】
面
(
?
)
事
皆
得
。
其
勤
而
強
之
、
則
邦
有
幹
。
動
百

姓
尊
之
以
□
□
（
注
7
)
図
【

5
】
図
安
焉
。
作
而
乗
之
、
則
邦

有
獲
。
先
人
之
所
善
、
亦
善
之
、
先
人
之
所
使
、
【
1
2
】
[
亦

使
之
、
…
…
先
人
之
所
]
悪
勿
使
、
先
人
之
所
磨
勿
起
。
然
則

民
坐
不
善
。
類
父
兄
子
弟
而
稲
昧
【

1
5
B
】
図
□
無
難
。
母

忘
姑
姉
妹
而
遠
敬
之
、
則
民
有
證
。
然
後
奉
之
以
中
準
【
附
】

図
者
、
因
古
迩
證
而
章
之
、
母
逆
百
事
、
皆
請
行
之
【
1
7
】

嘗
其
曲
以
成
之
。
然
則
邦
平
而
民
脹
突
。
此
君
子
従
事
者
之

所
商
趨
(
?
)
也
。
」
【
2
3
】

た
が

康
子
日
く
、
「
乃
ち
肥
の
昏
き
や
是
れ
差
う
こ
と
母
か
ら
ん

乎
。
故
に
如
に
吾
子
の
肥
を
疏
ぜ
ん
と
す
る
な
り
。
」

孔
子
辞
し
て
曰
く
、
「
子
の
言
や
已
に
重
し
。
丘
や
聞
く
、
君っ

と

子
は
面
す
る
に
事
皆
な
得
た
り
。
其
の
勧
め
て
而
し
て
之
に
強

つ
ね

む
れ
ば
、
則
ち
邦
に
幹
有
り
。
動
に
百
姓
は
之
を
尊
び
以
て

□
口
…
…
安
ん
ず
。
作
し
て
而
し
て
之
に
乗
ず
れ
ば
、
則
ち

邦
に
獲
有
り
。
先
人
の
善
と
す
る
所
は
、
亦
た
之
を
善
と
し
、

も
ち

先
人
の
使
う
る
所
は
‘
[
亦
た
之
を
使
い
、
…
…
先
人
の
]
悪
[
と

す
る
所
]
は
使
う
る
勿
く
、
先
人
の
廃
す
る
所
は
起
こ
す
勿
し
。

く
じ

然
れ
ば
則
ち
民
は
善
な
ら
ざ
る
を
坐
く
。
父
兄
子
弟
に
類
し

て
而
し
て
称
昧
…
…
□
難
無
し
。
姑
姉
妹
を
忘
る
る
こ
と
母

＜
而
し
て
遠
ざ
け
て
之
を
敬
す
れ
ば
、
則
ち
民
に
礼
有
り
。

然
る
後
に
之
を
奉
ず
れ
ば
以
て
準
に
中
る
。
…
…
者
は
、
古

の
迩
礼
に
因
り
て
而
し
て
之
を
章
か
に
す
れ
ば
、
百
事
に
逆

う
母
く
、
皆
請
い
て
之
を
行
い
、
其
の
曲
に
当
た
り
て
以
てな

ご

之
を
成
せ
り
。
然
れ
ば
則
ち
邦
は
平
か
に
し
て
而
し
て
民
は
脹

す
す

め
り
。
此
れ
君
子
の
事
に
従
う
者
の
商
み
趨
く
所
な
り
。
」

こ
の
う
ち
、
簡
1
7
と
簡
2
3
と
の
接
続
、
簡
1
8
A
と
簡
5
と
の
接

続
は
李
鋭
1
（注
8

）
、
簡
1
2
と
簡

1
5
B
と
の
接
続
（
中
間
に
映
失
を

含
む
）
は
李
鋭
1
・
陳
偉
2
の
見
解
に
従
っ
た
。

第
四
組
の
編
聯
に
は
多
く
の
映
失
が
含
ま
れ
、
十
分
に
文
意
を

把
握
し
難
い
部
分
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
簡

5
の
「
其
勧
而
強
之
、
則
邦
有
幹
」
と
簡
1
2
の
「
作
而
乗
之
、
則

邦
有
獲
」
と
に
「
…
…
而
…
…
之
、
則
邦
有
…
…
」
と
い
う
共
通

の
構
文
が
見
い
だ
さ
れ
、
さ
ら
に
『
内
礼
』
附
簡
に
も
「
母
忘
姑

姉
妹
而
遠
敬
之
、
則
民
有
證
」
と
「
…
…
而
…
…
之
、
則
民
有
…

…
」
と
い
う
同
様
の
構
文
が
認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た

状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
『
内
礼
』
附
簡
と
の
間
に
対
句
の
関
係
が
想

定
さ
れ
る
簡
1
5
B
の
「
類
父
兄
子
弟
而
稲
昧
」
の
後
に
は
『
内
礼
』

附
簡
と
同
様
「
之
、
則
民
有
…
…
」
と
い
う
語
句
が
続
い
た
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
「
邦
」
に
か
か
わ
る
簡

5
•

簡
1
2

と
「
民
」
に
か
か
わ
る
簡
1
5
B
．
附
簡
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
末
尾
簡
2
3
の
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孔
子
…
…
「
邦
」
を
平
和
に
し
「
民
」
に
親
睦
を
も
た
ら

← 

類
父
兄
子
弟
而
稲
昧
[
之
、
則
民
有
…
…
]
【
1
6
B
】

1

「民」

母
忘
姑
姉
妹
而
遠
敬
之
、
則
民
有
證
【
附
】
ー
「
民
」

「
然
則
邦
平
而
民
脹
癸
」
に
対
応
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
た
と
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
右
図
参
照
）
。

第
四
組
の
簡
5
•

簡
1
2、
簡
1
5
B
．
附
簡
に
見
ら
れ
る
構
文
の

共
通
性
や
末
尾
簡
2
3
と
の
対
応
関
係
は
、
第
四
組
の
編
聯
が
一
定

の
妥
当
性
を
も
ち
、
同
時
に
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
の
全
体
構
成

に
お
い
て
第
四
組
が
末
尾
に
位
置
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

本
章
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
第
四
組
の
問
答
は
、
お
お
よ
そ
以
下

の
よ
う
な
展
開
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

[
第
四
組
]

季
康
子
…
…
自
ら
の
昏
昧
に
よ
る
失
政
の
危
惧
を
述
べ
、
孔

子
に
疏
通
を
願
う
。

其
勘
而
強
之
、
則
邦
有
幹
【

5
】

作
而
乗
之
、
則
邦
有
獲
【

12
】

_
「
邦
」

ー
「
邦
」

以
上
、
本
稿
で
は
諸
家
の
見
解
を
踏
ま
え
、
『
季
康
子
問
於
孔
子
』

の
残
存
二
十
八
簡
を
四
組
に
区
分
し
、
各
組
に
お
け
る
竹
簡
の
編

聯
と
構
成
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
本
稿
の
検
討
結
果
に
よ
れ

ば
、
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
の
全
体
は
基
本
的
に
、
第
一
組
↓
第
二

組
↓
第
三
組
↓
第
四
組
の
順
に
展
開
す
る
構
成
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
第
一
組
と
第
二
組
と
は
ほ
ぼ
直
接
的
に
展
開

し
て
い
た
と
見
な
さ
れ
る
が
、
第
二
組
と
第
三
組
お
よ
び
第
三
組

と
第
四
組
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
連
繋
し
て
い
た
か
に
つ
い
て

は
、
竹
簡
の
映
失
に
よ
り
十
分
に
把
握
し
難
い
。
ま
た
は
じ
め
に

六
、
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
の
編
聯
と
構
成

す
方
策
を
説
き
、
統
治
者
と
し
て
の
君
子
の
あ

り
方
を
示
す
。

｀
邦
平
而
民
脹
突
【
2
3
】
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も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
現
時
点
に
お
い
て
最
も
整
合
性
の

高
い
編
聯
の
復
原
を
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の

進
展
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
さ
ら
に
修
正
を
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ

る。
最
後
に
、
現
存
残
簡
に
よ
っ
て
復
原
し
た
『
季
康
子
問
於
孔
子
』

の
釈
文
と
問
答
の
展
開
の
概
略
を
あ
ら
た
め
て
提
示
し
、
本
稿
の

結
び
と
し
た
い
（
注
9
)
0

[
第
一
組
]

季
康
子
問
於
孔
子
日
、
「
肥
、
従
有
司
之
後
、
不
知
民
務

之
焉
在
、
唯
子
之
胎
羞
゜
請
問
、
君
子
之
従
事
者
於
民
之
【

1
】

[
上
‘
君
子
之
大
務
何
。
」

孔
子
日
、
「
仁
之
以
]
徳
‘
此
君
子
之
大
務
也
。
」

康
子
日
、
「
請
問
、
何
謂
仁
之
以
徳
。
」

孔
子
日
、
「
君
子
在
民
【

2
】
之
上
、
執
民
之
中
、
施
教
於

百
姓
、
而
民
不
服
焉
、
是
君
子
之
恥
也
。
是
故
、
君
子
玉
其

言
而
石
其
行
、
敬
成
其
【

3
】
徳
以
臨
民
、
民
望
其
道
而
服

焉
。
此
之
謂
仁
之
以
徳
。
且
管
仲
有
言
日
、
「
君
子
恭
則
遂
、

験
則
侮
、
備
言
多
難
【

4
】

[
第
二
組
]

[
康
子
日
‘
「
…
…
]
寧
移
肥
也
。
」

孔
子
日
、
「
丘
聞
之
孟
子
側
日
、
夫
書
者
、
以
著
君
子
之
徳

也
。
【

6
】
夫
詩
也
者
、
以
誌
君
子
之
志
。
夫
義
者
、
以
斤
君

子
之
行
也
。
君
子
渉
之
、
小
人
観
之
、
君
子
敬
成
其
徳
、
小

人
晦
昧
【

7
】

[
第
三
組
]

[
康
子
日
‘
「
…
…
]
也
。
慈
戯
今
語
肥
也
、
以
慮
邦
家
之
術

日
、
君
子
不
可
以
不
強
、
不
強
則
不
立
【

8
】
図
恨
、
口
恨

則
民
然
(
?
)
之
。
母
信
玄
曾
、
因
邦
之
所
賢
而
興
之
。
大
罪

殺
【
2
1
】
之
、
威
罪
刑
之
、
小
罪
罰
之
。
荀
能
固
守
【
2
2
A
】

而
行
之
、
民
必
服
突
。
吾
子
以
此
言
為
羹
如
。
」

孔
子
日
、
「
由
丘
観
之
、
則
美
【
1
3
】
言
也
已
。
且
夫
戯
今

之
先
人
、
世
三
代
之
偲
史
、
登
敢
不
以
其
先
人
之
偲
志
告
。
」

康
子
日
、
「
然
其
嘱
人
亦
日
、
古
之
為
【
1
4
】
邦
者
必
以
此
。
」

孔
子
日
、
「
言
則
美
突
。
然
【
1
5
A
】
異
於
丘
之
所
聞
。
丘

聞
之
、
威
文
中
有
言
日
、
君
子
強
則
遺
、
威
則
民
不
【
9
】

導
、
歯
(
?
)
則
失
衆
、
猛
則
無
親
、
好
刑
則
【
1
0
A
】
不
祥
、

好
殺
則
作
乱
。
是
故
賢
人
之
居
邦
家
也
、
夙
興
夜
麻
、
【
1
0
B
】

降
(
?
)
3
両
以
比
、
民
之
勧
（
？
）
美
、
弁
悪
母
帰
。
恨
小
以
合

大
、
疏
言
而
密
守
之
。
母
欽
遠
、
母
詣
（
？
）
遂
。
悪
人
勿
競
、

好
【
1
9
】
人
勿
貴
。
救
民
以
親
、
大
罪
則
慮
之
以
刑
、
威
罪

則
慮
之
以
罰
、
小
則
貨
之
。
凡
欲
勿
尚
、
凡
失
勿
憎
。
各
【
2
0
】

深
助
。
是
故
夫
迫
邦
甚
、
難
民
能
多
。

【

1
1
A】

田
肥
、
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図
滅
速
母
恒
、
災
後
之
世
、
比
乱
邦
、
相
恨
毀
、
衆
必
悪
善
。

賢
人
【

2
2
B
】

祠
四
組
]

…
…
突
。
」

康
子
日
、
「
母
乃
肥
之
昏
也
是
差
乎
。
故
如
吾
子
之
疏
肥
也
。
」

孔
子
【

1
1
B
】
辟
日
、
「
子
之
言
也
已
重
。
丘
也
聞
、
君
子

【
1
8
A
】
面
(
?
)
事
皆
得
。
其
勤
而
強
之
、
則
邦
有
幹
。
動
百

姓
尊
之
以
□
口
図
【
5
】
図
安
焉
。
作
而
乗
之
、
則
邦
有
獲
。

先
人
之
所
善
、
亦
善
之
、
先
人
之
所
使
、
【
1
2
】
[
亦
使
之
、

…
…
先
人
之
所
]
悪
勿
使
、
先
人
之
所
窟
勿
起
。
然
則
民
坐
不

善
。
類
父
兄
子
弟
而
稲
昧
【
1
5
B
】
口
□
無
難
。
母
忘
姑
姉

妹
而
遠
敬
之
、
則
民
有
證
。
然
後
奉
之
以
中
準
【
附
】
図
者
、

因
古
迩
證
而
章
之
、
母
逆
百
事
、
皆
請
行
之
、
【
1
7
】
嘗
其
曲

以
成
之
。
然
則
邦
平
而
民
脹
突
。
此
君
子
従
事
者
之
所
商
趨

(
？
)
也
。
」
【

23
】

[
第
一
組
]

季
康
子
…
…
統
治
者
と
し
て
君
子
が
な
す
べ
き
重
要
な
任
務

を
問
う
。

民
則
安
、
痔
、
民
不
樹
。
是
故
賢
人
大
於
邦
而
有
励
心
。
能

為
畏
【

1
8
B】

[
第
三
組
]

季
康
子
…
…
葛
戯
今
が
語
る
強
権
統
治
に
つ
い
て
、

意
見
を
質
す
。

↑
 

子
…
…
明
確
に
は
否
定
せ
ず
、

季
康
子
…
…
重
ね
て
葛
阻
今
の
言
を
提
示
す
る
。

孔 孔 孔

← ← ← ← ↑
 

季
康
子
…
…
徳
治
の
内
容
を
問
う
。

↑
 

孔

↑
 

子
…
…
君
子
が
な
す
べ
き
重
要
な
任
務
は
徳
治
で
あ
る

こ
と
を
説
く
。

子
…
…
徳
治
の
内
容
を
説
き
、
管
仲
の
言
を
引
用
し
て

そ
の
重
要
性
を
裏
付
け
る
。

[
第
二
組
]

季
康
子
…
…
統
治
者
と
し
て
の
徳
の
形
成
の
方
法
を
問
う
。

子
…
…
孟
子
側
の
言
を
引
用
し
、
徳
の
形
成
に
お
け
る

『
書
』
『
詩
』
『
義
』
の
意
義
と
、
そ
れ
に
か
か

わ
る
君
子
と
小
人
と
の
相
違
を
説
く
。

孔
子
の

一
定
の
譲
歩
を
示
す
。
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(
1
)
『
内
礼
』
と
『
昔
者
君
老
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
林
素
清
「
釈

「
匪
」
ー
兼
及
《
内
礼
》
新
釈
与
重
編
」
（
「
中
国
文
字
学
的
方
法
与

実
践
国
際
学
術
研
討
会
」
提
出
論
文
、
ア
メ
リ
カ
シ
カ
ゴ
大
学
、
ニ

0
0
五
年
五
月
二
十
八
＼
三
十
日
）
・
「
上
博
四
《
内
礼
》
篇
重
探
」
（
「
出

土
簡
吊
文
献
与
古
代
学
術
国
際
研
討
会
」
提
出
論
文
、
台
湾
国
立
政

治
大
学
、
二

0
0
五
年
十
二
月
ニ
・
三
日
）
、
井
上
亘
「
《
内
礼
》
篇

与
《
昔
者
君
老
》
篇
的
編
聯
問
題
」
、
簡
吊
研
究
網
二

0
0五
年
十
月

十
六
日

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
j
i
a
n
b
o
.
o
r
g
/
)

参
照
。

(
2
)
『
季
康
子
問
於
孔
子
』
簡
16
と
『
内
礼
』
附
簡
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
上
博
四
《
内
礼
》
附
簡
•
上
博
五
《
季
康
子
問
於
孔
子
》
第

十
六
簡
的
帰
属
問
題
」
、
簡
吊
網
二

0
0
六
年
三
月
七
日

(
h
t
t
p
:
/
/
w

注 孔 孔

子
…
…
威
文
仲
の
言
を
引
用
し
、
強
権
統
治
を
否
定
し

寛
政
を
説
く
。

[
第
四
組
]

季
康
子
…
…
自
ら
の
昏
昧
に
よ
る
失
政
の
危
惧
を
述
べ
、
孔

子
に
疏
通
を
願
う
。

↑
 

子
…
…
邦
を
平
和
に
し
民
に
親
睦
を
も
た
ら
す
方
策
を

説
き
、
統
治
者
と
し
て
の
君
子
の
あ
り
方
を
示

す。

w
w
.
 b
s
m
.
o
r
g
.
 e
n
/
)

お
よ
び
本
号
所
載
の
拙
稿
「
出
土
古
文
献
復
原

に
お
け
る
字
体
分
析
の
意
義
」
参
照
。

(
3
)
前
掲
注
(
2
)
参
照
。

(
4
)
『
左
伝
』
昭
公
五
年
の
「
公
如
晉
、
自
郊
努
至
干
贈
賄
、
無
失
穂
°

晉
侯
謂
女
叔
齊
日
、
魯
侯
不
亦
善
於
證
乎
。
針
日
、
魯
侯
焉
知
證
。

公
日
、
何
為
自
郊
努
至
干
贈
賄
、
證
無
違
者
。
何
故
不
知
。
封
日
、

是
催
也
、
不
可
謂
證
。
證
所
以
守
其
國
、
行
其
政
令
、
無
失
其
民
者

也
」
や
昭
公
廿
五
年
の
「
子
大
叔
見
趙
簡
子
。
簡
子
問
揖
譲
周
旋
之

證
焉
。
封
日
、
是
儀
也
、
非
證
也
。
簡
子
日
、
敢
問
、
何
謂
證
。
封

日
、
吉
也
聞
諸
先
大
夫
子
産
、
日
、
夫
證
、
天
之
経
也
、
地
之
義
也
、

民
之
行
也
。
…
…
」
な
ど
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
統
治
原
理
と
し
て
の

礼
に
対
し
て
、
形
式
的
な
傑
節
を
指
し
て
俄
と
称
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
孟
子
側
か
ら
の
聴
聞
と
し
て
孔
子
が
言
及

す
る
『
義
』
は
、
『
書
』
『
詩
』
と
並
置
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

な
ご
と
く
、
『
左
伝
』
に
お
い
て
女
叔
齊
や
子
大
叔
が
批
判
す
る
よ
う

な
形
式
的
な
作
法
で
は
な
く
、
統
治
原
理
と
し
て
の
礼
を
具
現
す
る

た
め
の
実
践
内
容
を
指
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
な
お
、
礼
に
つ

い
て
は
、
簡
17
に
「
因
古
述
證
而
章
之
、
母
逆
百
事
」
、
附
簡
に
「
母

忘
姑
姉
妹
而
遠
敬
之
、
則
民
有
證
」
と
の
用
例
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
則
る
べ
き
社
会
秩
序
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。

(
5
)
陳
剣
1
は
、
修
正
案
に
よ
る
編
聯
と
そ
の
大
意
に
つ
い
て
、
以
下

の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。
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「
榮
戯
今
」
嘗
是
人
名
、
「
榮
」
是
其
氏
、
「
戯
今
」
為
其
名
。

此
人
告
訴
季
康
子
的
治
民
之
術
、
中
心
思
想
在
於
用
強
•
厳
刑

罰
。
簡
8
.
2
1
.
2
2
A
到
簡
1
3
前
段
、
係
季
康
子
引
此
人
之
説

徴
求
孔
子
意
見
。
孔
子
自
然
是
不
以
為
然
的
、
但
初
未
反
封
、

只
説
「
戯
今
」
的
先
人
世
世
相
継
為
三
代
遁
偲
之
史
官
、
其
言

亦
為
有
披
。
後
又
言
但
眼
自
己
所
聴
説
的
不
同
、
然
後
孔
子
正

面
陳
説
自
己
的
看
法
、
中
間
有
些
字
詞
和
文
句
還
不
能
確
解
、

但
可
以
看
出
其
中
心
思
想
是
主
張
行
”
寛
政
”
（
奥
「
猛
」
相
封
）
、

減
刑
罰
。
針
封
前
文
季
康
子
引
「
殴
今
」
説
的
大
皐
殺
•
威
皐

刑
•
小
皐
罰
、
主
張
皆
赦
免
而
寛
降
一
等
、
嬰
為
大
皐
刑
・
滅

晶
罰
•
小
皐
貿
。
根
拠
以
上
理
解
去
排
比
上
引
簡
文
和
全
篇
其

他
簡
文
、
可
知
以
上
編
聯
組
是
可
綿
的
。

な
お
、
陳
剣
2
は
「
榮
戯
今
」
の
「
榮
」
字
を
「
慈
」
字
に
釈
す
べ

き
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
こ
の
見
解
に
従
い
「
慈
戯
今
」

と
改
釈
し
た
。

(
6
)
李
鋭
3
で
は
「
惰
民
不
樹
」
の
釈
読
を
陳
剣
1
に
従
い
「
痒
、
民

不
樹
」
に
修
正
し
て
い
る
。

(
7
)
液
茅
左
氏
は
「
百
姓
」
の
前
で
句
点
を
付
し
、
管
見
の
及
ん
だ
他

の
釈
文
も
す
べ
て
こ
れ
に
従
う
が
、
こ
こ
で
は
後
述
す
る
構
文
の
共

通
性
を
踏
ま
え
て
「
百
姓
」
の
一
字
前
で
句
点
を
付
し
、
「
其
勤
而
強

之
、
則
邦
有
幹
。
動
百
姓
尊
之
以
□
口
」
と
釈
読
し
た
。

(
8
)
李
鋭
1
は
簡
1
8
A
I
5
の
後
に
簡
1
1
B
が
接
続
す
る
と
述
べ
る
が
、

後
述
の
ご
と
き
簡
5
と
簡
1
2
と
に
見
ら
れ
る
構
文
の
共
通
性
か
ら
、

本
稿
で
は
簡
5
と
簡
1
2
と
の
接
続
案
を
提
起
し
た
。
な
お
、
李
氏
も

み
ず
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
簡
1
1
B
は
後
段
部
の
残
簡
で
あ
る
た
め
、

李
鋭
1
の
見
解
に
従
っ
た
場
合
、
簡
5
と
簡
1
1
B
と
の
間
に
簡
1
1
B

の
上
段
部
に
相
当
す
る
訣
字
を
補
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
簡

1
1
B
の
後
続
に
つ
い
て
も
、
簡
1
1
B
末
尾
「
孔
子
[
日
ご
の
内
容
と

残
存
簡
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
の
新
た
な
問
題
が

指
摘
さ
れ
る
。

(
9
)

本
稿
第
四
章
に
お
い
て
検
討
を
加
え
た
ご
と
く
、
簡
1
1
A
I
1
8
B
.

簡
2
2
B
に
つ
い
て
は
第
三
組
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

取
り
敢
え
ず
第
三
組
末
尾
に
配
置
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま

で
も
便
宜
的
な
処
置
で
あ
り
、
簡
1
1
A
I
1
8
B
と
簡
2
2
B
の
排
列
の
順

序
に
つ
い
て
も
待
考
と
し
て
お
き
た
い
。

[
付
記
―
]
本
稿
は
、
拙
稿
「
上
博
五
《
季
康
子
問
於
孔
子
》
的
編
聯
典

結
構
」
（
「
新
出
楚
簡
国
際
学
術
研
討
会
」
提
出
論
文
、
武
漢
大

学
・
ニ

0
0六
年
六
月
二
十
六
日

S
二
十
八
日
）
に
も
と
づ
く

邦
文
で
あ
る
。

[
付
記
二
]
本
稿
は
、
平
成
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

(
B
)
「
戦
国
楚
簡
の
総
合
的
研
究
」
（
研
究
代
表
者
・
湯
浅
邦
弘

教
授
〈
大
阪
大
学
〉
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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